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1．NTT東日本と相互接続するための条件

当社との相互接続には下記のような条件が必要です。

１．ダークファイバのご提供は、電気通信事業者様に限らせて頂いております。
（電気通信事業者として総務大臣の登録を受けるか、届出が必要です。）

２．相互接続のルールに基づきダークファイバのご提供をさせて頂く事から、電気通信事
業者様の電気通信設備と直接接続する必要がございます。

３．ダークファイバは、エンドユーザへの電気通信役務提供を目的としてご利用頂く必要
がございます。（電気通信事業者様ご自身による自家利用や転貸を目的としてダーク
ファイバのご提供はできません。）

４．電気通信役務提供を目的として、ダークファイバのご利用を頂く事から、原則として
放送役務を目的としたご利用は頂けません。



ダークファイバ全体構成図

光ファイバは、全て1芯単位で提供し、提供形態には、下記の６つの形態があります。
(1) 加入ダークファイバ（端末回線伝送機能）
(2) シェアドアクセス方式（光信号主端末回線・光信号分岐端末回線）
(3) 中継ダークファイバ（一般光信号中継回線・特別光信号中継回線〔WDM〕）
(4) 県間中継ダークファイバ（光信号県間中継回線）※1
(5) 局内ダークファイバ（光信号局内伝送路）
(6) 構内光ケーブル（光屋内配線）※1※2

２．光ファイバ設備の構成

※1 非指定電気通信設備との接続における非指定約款に基づかない協定編にて提供
※2 既に設置された当社の屋内光ケーブルがあり、かつ提供可能な空きが存在する場合に提供
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３．ダークファイバと一般サービス回線の相違点
＜事前検討およびお申込等について＞

（１）相互接続（ダークファイバ）の各種規定は、接続約款に準じます。

（２）ダークファイバの提供は、アンバンドル提供となり各種ダークファイバを協定事業者様にて選定いただき、提供をする
サービスとなります。

（３）原則、ダークファイバの選定やエリアの特定等のサポートやコンサルティング等を、弊社の営業担当にて行うサービス
ではありません。

（４）相互接続（ダークファイバ）に関する契約は、事業者様とNTT東日本にて行い、第三者（エンドユーザ）への対応は、事
業者様にて実施いただきます。

（５）ダークファイバの提供に関する必要な情報（エリア情報、操作マニュアル等）は弊社ホームページに掲載しております。
ご確認いただき、必要な手続き、申込等を実施ください。

＜保守等について＞

（６）ダークファイバの故障検出については、芯線のみの提供であることから、NTT側で検出が困難であるため、ご利用
いただいている事業者様自身により事業者様設備とNTT東に本設備の故障箇所を特定（以下、「切り分け」）を実施い
ただいてから対応することとしております。

（７）切り分けの結果、NTT東日本区間に原因であると特定した場合、故障対応依頼表（保守確認事項で定める故障基準
と所定の様式）をNTT東日本の故障受付連絡先へ提出（光ファイバ開通申込受付システムにて申請）していただきま
す。

（８）協定事業者様の依頼に基づき故障派遣等の対応をした結果、NTT東日本設備に異常が無いと判明した場合は、
派遣等に要した費用を負担いただきます。

（９）NTT東日本設備に支障移転等の工事が発生した場合、工事通報書にて連絡（光ファイバ開通申込受付システ
ムにて通知）をいたしますので、エンドユーザへの回線借用を含めた調整等は、協定事業者様にて実施いただきます。



4．調査から相互接続開始までの概要

情報Webステーション「相互接続ガイドブック」より抜粋

納期：１ヶ月

●事前調査 ●接続申込

事前調査回答後、１ヶ月以内に
申込を要す

【その他の手続き】



５．接続料金（月額料）2025.4適用

◆保守タイプについて
・故障受付時間

全タイプ 24時間受付
・故障対応時間

保守タイプ１－１：平日 9:00～17:00

保守タイプ１－２：全日 9:00～17:00

保守タイプ２ ：２４時間

適用単位料金額請求項目

回線2,094円保守タイプ１－１

フィルタ有り

端末回線
伝送機能

加入者線光ファイバ
（加入ＤＦ）

回線2,094円保守タイプ１－２

回線2,157円保守タイプ２

回線2,094円保守タイプ１－１

フィルタ無し 回線2,094円保守タイプ１－２

回線2,157円保守タイプ２

回線160円加算料（負担金相当）

回線387円通信用建物内
加算料（光信号局内伝送路）

メートル（回線）1.083円通信用建物間

配線1,000円加算額（屋内配線相当）

回線40円光回線設備管理機能（回線ごと）

メートル（回線）1.083円フィルタ有り
光信号中継伝送機能

中継光ファイバ
（中継ＤＦ）

メートル（回線）1.083円フィルタ無し

回線387円通信用建物内
加算料（光信号局内伝送路）

メートル（回線）1.083円通信用建物間

回線40円光回線設備管理機能（回線ごと）

回線387円通信用建物内
光信号局内伝送機能局内光ファイバ

（単独提供）
（局内ＤＦ）

メートル（回線）1.083円通信用建物間

回線40円光信号局内回線管理機能（回線ごと）

＊：加入者線光ファイバ数、中継光ファイバ数及び局内光ファイバ（単独提供）数の合計値から算出。

＜参考＞
◆フィルタ有無について

・フィルタ有
SMケーブル ：1.31μmのみ透過

（1.55μm、1.65μm等は遮断）
DSMケーブル：1.55μmのみ透過

（1.31μm、1.65μm等は遮断）
・フィルタ無

SMケーブル ：1.31μm保証
DSMケーブル：1.55μm保証

月額料金として発生する料金は網掛けの部分となります。
加入ＤＦの月額料 ： 端末回線伝送機能 ＋ 加算料（負担金相当） ＋ 光回線設備管理機能
中継ＤＦの月額料 ： 光信号中継伝送機能 ＋ 光回線設備管理機能 ※局内ＤＦを利用される場合には、別途、加算料（光信号局内伝送路）が必要



NTTﾋﾞﾙ NTTﾋﾞﾙ
中継ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ

事業者様
センター

加入ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ

（保守ﾀｲﾌﾟ2）

加入ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ

（保守ﾀｲﾌﾟ2）

エンドユーザビル

全て1芯にて構成

光屋内配線

局内ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ

自前光配線

局内ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ

他事業者様機器 他事業者様機器
（5,300m）

コスト算出 （月額使用料）単位項目

（2,157円（保守タイプ2）＋160円（加算料（負担金相当））＋40円（光回線設備管理機能））×2芯 ＝ 4,714円1芯毎/ビル加入ＤＦ

（1.083円（一般光信号中継伝送機能）×5,300m（距離）＋40円（光回線設備管理機能））×1芯 ＝ 5,779円1芯毎/1m当り中継ＤＦ

387円（加算料）×1芯×2区間 ＝ 774円1芯毎/1区間局内ＤＦ

1,000円（加算料（光屋内配線相当））×1芯 ＝ 1,000円1芯毎/1区間光屋内配線
合計

12,267円/月

６.月額使用料（網使用料）費用算出方法



７.一時金（工事費） 2025.4適用

＜参考＞
◆通信用建物内伝送路接続工事費

例：加入ＤＦと中継ＤＦを接続する
局内ＤＦの工事費用

・計算方法
基本工事費（1,000円）＋回線接続

等工事費（2箇所分）＝3,000円

加入ＤＦ 局内ＤＦ 中継ＤＦ

ＧＣビルにおける工事費

① ②

適用単位料金額請求項目

１工事ごと1,000円基本工事費相当
通信用建物内伝送路接続工事費

加入者線光ファイバ
（加入ＤＦ）

１工事ごと1,000円回線接続等工事費相当

１工事ごと実 費光信号伝送路接続工事費

１工事ごと4,500円基本額

基本工事費相当構内伝送路
設備設置工
事費

屋内配線工事費相
当額が「２９，０
００円」を超える
ごと

3,500円加算額

１配線工事ごと16,300円既設配線を利用しない
屋内配線工事費相当

１配線工事ごと9,600円既設配線を利用

１工事ごと7,598円基本額
光回線設備収容替工事費

１工事ごと8,939円加算額

１工事ごと7,598円基本額光回線設備接続モジュール取替工
事費 １工事ごと13,405円加算額

１工事ごと1,000円基本工事費相当
通信用建物内伝送路接続工事費

中継光ファイバ
（中継ＤＦ）

１工事ごと1,000円回線接続等工事費相当

１工事ごと実 費光信号伝送路接続工事費

１工事ごと1,562円基本額
光回線設備収容替工事費

１工事ごと8,604円加算額

１工事ごと1,562円基本額光回線設備接続モジュール取替工
事費 １工事ごと11,400円加算額

１工事ごと1,000円基本工事費相当
通信用建物内伝送路接続工事費局内光ファイバ

（単独提供）
１工事ごと1,000円回線接続等工事費相当

１工事ごと実 費光信号伝送路接続工事費

①、②の２箇所の接続工事

第２成端盤

事業者様
ケーブル

ＮＴＴケーブル

◆構内伝送路設備設置工事費
屋内配線工事費相当
構内ｹｰﾌﾞﾙ（ﾀﾃ系）があり、第２成端盤で
提供する際、ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝｹｰﾌﾞﾙ等で接続

ＮＴＴケーブル

SCｺﾈｸﾀ

原則、加入ＤＦ、中継ＤＦの新規開通に関する工事費は掛かりません。
局内ＤＦとの接続がある場合、エンドユーザビル側設備に関し光屋内配線をご利用の場合には、下記のとおり工事費が発生いたします。

整
列
部
材

荷札

第２成端盤

ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝ
ｹｰﾌﾞﾙ

新設



８.一時金（手続費） 2025.4適用

適用単位料金額請求項目

回線800円光回線設備設置手続費

加入者線光ファイバ

１地点ごとの
１調査ごとに

6,813円
利用者の建物で測定
を行う場合

伝送損失調査または
パルス測定結果

光回線設備線路条件調査費

１地点ごとの
１調査ごとに

785円
当社の通信用建物で
測定を行う場合

１回線ごとの
１調査ごとに

892円加算額

区間1,791円経過年数調査

回線800円光回線設備設置手続費

中継光ファイバ

１地点ごとの
１調査ごとに

6,813円
利用者の建物で測定
を行う場合

伝送損失調査または
パルス測定結果光回線設備線路条件調査費

１地点ごとの
１調査ごとに

785円
当社の通信用建物で
測定を行う場合

１回線ごとの
１調査ごとに

892円加算額

区間1,791円経過年数調査

１区間2,314円線路設備調査費

回線800円光信号局内伝送設備設置手続費
局内光ファイバ
（単独提供）

１ビル・１件905円自前局内配線に関する調査のみ

相互接続点調査 １ビル・１件9,509円コロケーション及び電力、配線に関する調査

時間・人6,706円その他（共用ラック、管路、マンホール等）

加入ＤＦ，中継ＤＦ共に、新規開通時の初回のみ光回線設備設置手続費が掛かります。また、中継ＤＦの手続費は新規中継ＤＦの開通
申込時に１区間毎に発生いたします。



9．相互接続手順および個別費用負担について

■
一
般
光
信
号
中
継
回
線
伝
送
機
能

（
中
継
Ｄ
Ｆ
）

■
端
末
回
線
伝
送
機
能

（
加
入
Ｄ
Ｆ
）

■
光
信
号
局
内
伝
送
路

（
局
内
Ｄ
Ｆ
）

線路設備調査申込
兼接続申込

線路設備調査回答
（回答内容：利用可否、線路長、損失値

等）

接続希望時期通知
（具体的な提供希望日の

通知する）

工事完了
（接続開始）

３週間以内の回答 １ヶ月以内の提供

１．５ヶ月以内に開通

標
準
納
期

標
準
納
期

違
約
金

違
約
金

最低利用違約金※1

接続開始から1年後

キャンセル違約金

接続申込 工事稼動取得
工事完了

（工事稼動取得日(接続開始))

３週間以内 ３ヶ月以内の工事稼動取得

標
準
納
期

標
準
納
期

違
約
金

違
約
金

接続開始から
1年後

納期回答および稼動取得依頼
（設備調査回答）

事業者様処理

NTT東処理

接続申込から6ヶ月または、
提供可能時期から3ヶ月の

いずれか遅い日

工事日延伸期間
工事日

延伸申込

みなし利用※2

最低利用違約金※1キャンセル違約金 キャンセル違約金

接続申込
工事完了

（工事稼動取得日(接続開始))

１．５ヶ月以内の提供

接続開始から
1年後

両端設備の確定
（加入～局内～中継の場合：加入DFの納期回
答または中継DFの線路設備調査回答後 ）

みなし利用※2

標
準
納
期

標
準
納
期

キャンセル
違約金

キャンセル違約金
キャンセル

違約金

工事着手 開通希望日

違
約
金

違
約
金

各種ダークファイバは光ファイバ開通申込受付システムにてお申込みいただきます。手順および標準納期は以下のとおりです。

※1 最低利用違約金（利用開始日より１年間）が設定されており、新規開通日より１年以内に解約された場合は最低利用違約金が発生します。（１年間分の利用料金-請求済料金）

※2 みなし利用：接続開始期日以降、リソース保留期間を延伸される場合には、接続開始期日から利用開始されたものとみなし、利用料をお支払いいただきます。

なお、リソース保留の延伸は、事業者様が接続開始期日（接続申込から6ヶ月、または納期回答から3ヶ月のいずれか遅い日）までに当社へ延伸したい旨をお申し出いただき、当社が

認めた場合に限ります。

最低利用違約金※1

接続申込から6ヶ月または、
提供可能時期から3ヶ月の

いずれか遅い日



10．その他の相互接続に関するルール等について

第１部 相互接続共有手続き

第１章 当社のネットワークとの相互接続の概要
第２章 相互接続開始までの手順
第３章 各種様式

第２部 接続形態ごとの個別手続き

第１章 電話系相互接続
第２章 光ファイバ
第３章 MDF接続（DSLサービス関連）
第４章 IP通信網（フレッツサービス）
第５章 コロケーション
第６章 管路・電柱等
第７章 キャリアズレート

第３部 相互接続に関する参考情報（接続ルールと当社の取組み）

第１章 接続ルールと当社の取組み
第２章 ネットワークのオープン化の取組み
第３章 情報公開の取組み
第４章 その他の当社取り組み

相互接続に関するその他の手続き等は、相互接続ガイドブックを参照ください。



11.事前調査申込書・接続申込書

事前調査申込書、接続申込書は以下の様式となります。



12.情報の提出① ＜ご依頼事項＞

接続約款第48条の３（情報の提出）第2項に規定する「当社が別に定める情報」は、下記の情報とします。

１．期末決算に関する情報
・損益計算書

（当期末処分利益の記載がない場合には、その内容を記載した書類が必要なります）
・貸借対照表

上記それぞれについて、税務申告書に添付する直近２期分（既に提出いただいた期分を除きます）とします。

２．四半期決算又は半期決算に関する情報
・損益計算書
・貸借対照表

上記それぞれについて、公認会計士又は監査法人等当社が承認した者によってその内容が証明されていることとします。

当社は、接続約款第77条の３に規定する債務の履行の担保について、同条第１項各号に該当する場合であっても、月ごとに想定される負担額
が１０万円未満である場合には、当面、その請求を留保するものとします。ただし、現に支払い遅延が発生している場合等、接続事業者様の信用
不安が顕在化していると当社が判断した場合は、この限りではありません。

◆接続約款第48条の３（情報の提出）第２項関連

◆接続約款第77条の３に関する措置

損益計算書・貸借対照表の直近２期分のご提出をお願いいたします。

当社は、接続約款第77条の３（債務の履行の担保）第１項第３号に規定する「直近の決算において債務超過であるとき」に該当するか否かの判
断にあたり、接続事業者様が自ら下記の情報を提出した場合には、下記の情報についても直近の決算として取り扱います。

なお、四半期決算に関する情報にて当該接続事業者様の債務超過の解消を当社が確認した場合、当該接続事業者様は、その期中、当社に対
して継続的に四半期決算に関する情報をご提出いただく必要があります。

◆接続約款第77条の３第１項第３号関連

四半期決算又は半期決算に関する情報
・損益計算書
・貸借対照表
上記それぞれについて、公認会計士又は監査法人等当社が承認した者によってその内容が証明されていることとします。



12.情報の提出② ＜ご依頼事項＞

当社は、接続約款第77条の３（債務の履行の担保）第１項第４号に規定する「当社が指定する信用評価機関」は下記の信用評価機関とし、「支
払いを怠るおそれがあるものとして当社が別に定める基準」は下記のいずれかに該当するときとします。

◆接続約款第77条の３（債務の履行の担保）第１項第４号関連

・株式会社帝国データバンクの信用調査報告書において「D２（44～46）」以下であるとき
・株式会社東京商工リサーチの調査レポート（TSR REPORT）において「46」以下であるとき
・株式会社日本格付研究所の取引先財務力評価サービス（中小企業信用リスク推定モデル（JCREST））において「現在においても不安な要素があり、債務不

履行に陥る危険性がある『４』（9段階のうち下位3段階目）」以下であるとき

接続約款第77条の３（債務の履行の担保）第１項第４号に規定する「当社が別に定めるもの」は下記のすべてを満たすものとします。

・接続事業者様が、支払いを怠るおそれがないことを、合理的に示すもの
・公認会計士、監査法人、税理士又は金融機関等当社が承認した者によってその資料の内容が証明されているもの

◆接続約款第77条の３第4項関連

当社は、接続約款第77条の３第４項に規定する債務の履行の担保について、同条第１項各号に該当する場合であっても、下記の各機能に係る
担保額の合計が１００万円未満である場合には、その請求を留保するものとします。ただし、現に支払い遅延が発生している場合等、接続事業者
様の信用不安が顕在化していると当社が判断した場合は、この限りではありません。

・端末回線伝送機能（接続約款料金表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）２－１－１－１第６欄に係るものに限ります。）
・光信号中継伝送機能
・光信号局内伝送機能


